
障第７９号 

令和８年４月１０日 

 

 各指定障害福祉サービス事業所運営法人代表者 

各指定障害者支援施設運営法人代表者 

各指定一般相談支援事業所運営法人代表者     様 

各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 

各指定障害児入所施設運営法人代表者 

（岐阜市所管の施設等を除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

「介護給付費の算定等に係る体制等に関する届出等における留意点について」の 

一部改正について 

 

このことについて、厚生労働省及びこども家庭庁から別添のとおり通知がありましたので、

お知らせします。 

 なお、届出様式については、今後、改めて当県届出用の様式をお示ししますので、ご承知お

きください。 
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